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都
市
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１．都市計画区域の指定 

都市計画を決めるにあたっては、まず「都市」の範囲を明らかにしなければなりませ

ん。そこで、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の

動き、都市の発展を見通し、地形などから見て、一体の都市として総合的に整備・開発・

保全する必要がある区域を「都市計画区域」として、都道府県が指定します。都市計画

は、この都市計画区域を対象として進められます。 

都市計画区域は、都市の実際の広がりに合わせて定めるもので、その大きさは一つの

市町村の行政区域の中に含まれるものからいくつかの市町村にわたる広いものまであ

ります。町田市は、市域全域が町田都市計画区域として指定されています。 

 

名  称 区  域 面  積 

町田都市計画区域 町田市の行政区域の全域 ７,１６５ha 

（２０１９年３月３１日現在） 

 

 
 町田市都市計画マスタープラン（市町村の都市計画に関する基本的な方針）  

市町村の都市計画に関する基本的な方針は、都市計画法第１８条の２に基づき定めるもので、一般的

に「都市計画マスタープラン」と呼ばれています。 

都市計画マスタープランは、事業などの実施について、明確な財源を想定しながら詳細に示すもので

はなく、市民の意見を反映しながら、市の都市づくりの基本的な方針を提示するために策定します。 

町田市では、市民ワークショップを行いながら、２０１１年に「町田市都市計画マスタープラン 全

体構想編・実施方針編」、２０１３年に「町田市都市計画マスタープラン 地域別構想編」を改定し、２

０１７年には「町田市都市計画マスタープラン 実施方針編」について中間見直しを行っています。 

  ２０１１年の改定において、地域の実情をより弾力的に反映できるよう、全体構想編・地域別構想編・

実施方針編の３編に分けたことが特色です。 
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都市計画とは 

 

たくさんの人が、さまざまに働き、学び、憩い、暮らす営みが都市を形成しています。

もし、誰かが自分の都合だけで生活したり、仕事をしたりすると、他の人に迷惑をかけ

たり、都市全体からすると不都合になることがあります。 

そこで、都市が誰にとっても安全で快適な場所として、魅力と活気のあふれる空間に

していくために、守らなければならない一定のルールが必要となってきます。 

例えば、土地の使い方や建物の建て方にマナーが必要となってきます。こうしたマナ

ーを共通のルールとして「土地利用に関する計画」を定め、それをお互いに守っていく

必要があります。 

また、都市で生活し働いていくうえで、都市での諸活動を支え、都市の骨格となるさ

まざまな施設と機能が必要となります。特に公共性の高い道路、公園、下水道などを「都

市施設」と呼び、どこにどれくらいの規模で作るのか、都市の大きさや人口などとのバ

ランスを考えて、あらかじめ計画を立てておき、それに従って整備していく必要があり

ます。 

さらに、新たなまちをつくったり、古いまちをつくり直す「市街地開発事業」は、ま

ち全体の中での役割などを考えて、計画的に進めていくことが大切です。 

都市計画は、このような都市づくりを計画的に誘導し、限られた資源である土地の合

理的な利用や、都市の根幹となる施設、秩序あるまちづくりを総合的に計画し、効果的

に実現するための制度です。 

このような都市づくりを進めていくためには、まず基本的な方針を定めることが必要

です。 

町田市では、町田市の「基本構想」や、東京都の「都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針」に即した、都市づくりの基本的な方針である『町田市都市計画マスタープラ

ン』（２０１１・２０１３年度改定、２０１７年度部分改定）を定め、これに基づいた

都市づくりを進めています。 
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３．都市計画法による都市計画一覧表 

防災再開発の方針
第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
市街化区域

都市再開発の方針
住宅市街地の開発整備の方針

都市再開発方針等
拠点業務市街地の開発整備の方針

準工業地域
工業地域

工業専用地域
特別工業地区

特別用途地区
文教地区

第二種住居地域
用途地域 準住居地域

田園住居地域
近隣商業地域

商業地域

風致地区
駐車場整備地区
臨港地区
歴史的風土特別保存地区
第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
特別緑地保全地区

特定用途制限地域
高層住居誘導地区

地
　
域
　
地
　
区

特定街区
都市再生特別地区
防火地域及び準防火地域
特定防災街区整備地区
景観地区

高度地区又は高度利用地区

遊休土地転換利用促進区域
被災市街地復興推進地域
道路 ・ 都市高速鉄道 ・ 駐車場

都
　
市
　
計
　
画

流通業務地区
生産緑地地区
伝統的建造物群保存地区
航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

促
進
区
域

市街地再開発促進区域
土地区画整理促進区域
住宅街区整備促進区域
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

・ 自動車ターミナル ・ その他の交通施設

都
　
市
　
施
　
設

公園 ・ 緑地 ・ 広場 ・ 墓園 ・ その他の公共空地
水道 ・ 電気供給施設 ・ ガス供給施設 ・ ごみ処理場 ・ その他の供給施設 ・ その他の処理施設
河川 ・ 運河 ・ その他の水路

下水道 ・ 汚物処理場 ・ ごみ焼却場 ・

その他の教育文化施設
病院 ・ 保育所 ・ その他の医療施設 ・ その他の社会福祉施設
学校 ・ 図書館 ・ 研究施設 ・

一団地の官公庁施設
流通業務団地
その他 （ 電気通信事業の用に供する施設 ・

市場 ・ と畜場 ・ 火葬場
一団地の住宅施設

住宅街区整備事業
防災街区整備事業

防雪施設 ・ 防砂施設 ・ 防潮施設 ）防風施設 ・ 防火施設 ・ 防水施設 ・

（注） は、現在町田都市計画において定められているものを示す。

市街化調整区域
区域区分

地区計画
地
区
計
画
等

防災街区整備地区計画
歴史的風致維持向上地区計画
沿道地区計画
集落地区計画

市
街

地

開

発
事

業

予
定

区

域

新住宅市街地開発事業の予定区域
工業団地造成事業の予定区域
新都市基盤整備事業の予定区域
区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
一団地の官公庁施設の予定区域
流通業務団地の予定区域

市
街
地
開
発
事
業

土地区画整理事業
新住宅市街地開発事業
工業団地造成事業
市街地再開発事業
新都市基盤整備事業
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法１８条の２ 法６条の２

・都市づくりの基本理念

・東京都が目指す広域的な都市の将来像

・当該都市計画区域の地域の将来像

・土地利用・都市施設・市街地開発事業

・自然的環境の整備又は保全・都市防災

・その他の都市計画

1．都市計画の目標

２．区域区分の方針

３．主要な都市計画の決定の方針

テーマ別まちづくり方針

拠点活性化／防災・防犯／

環境先進都市／

みどりとの共存／

住環境・コミュニティ

町田市都市計画

マスタープラン
都市計画区域マスタープラン

全体構想

地域別構想

実施方針

地域に密着した視点 広域的な視点

市町村決定の都市計画の根拠 東京都決定の都市計画の根拠

個別具体の都市計画

２．都市づくりの基本的方針 
（１）都市計画区域マスタープラン（東京都策定） 
【２０１４年（平２６）１２月１８日変更、当初決定２００４年（平１６）４月２２日】 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）は、都市

計画区域内の将来の都市計画の基本的な方向性を示すものとして、２０００年（平１２）

５月の都市計画法改正により創設されたもので、都道府県が広域的な見地から定めてい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

（２）都市再開発の方針（東京都策定） 
【２０１５年（平２７）３月６日変更、２００９年（平２１）３月６日変更、 

当初決定２００４年（平１６）４月２２日】 

都市再開発の方針は、都市再開発法の規定に基づき定める市街地の再開発に関する長

期的かつ総合的なマスタープランです。 

具体的には、市街地の再開発の基本的方向を明らかにし、再開発の積極的な推進を図

ることや、民間のさまざまな再開発を適正に誘導することを目的として定めるものです。 

町田市では、町田駅周辺を、都市再開発法第２条の３第２項に基づき「計画的な再開

発が必要な市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区」

として、都市再開発の方針に定めています。 

 

（３）住宅市街地の開発整備の方針 
【２０１５年（平２７）３月６日変更、２００９年（平２１）３月６日変更、 

当初決定２００４年（平１６）４月２２日】 

住宅市街地の開発整備の方針は、良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的か

つ総合的なマスタープランとして、都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標及び

方針を定めることで、住宅市街地の開発整備の構想の明確な位置づけを行うものです。
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区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
一団地の官公庁施設の予定区域
流通業務団地の予定区域

市
街
地
開
発
事
業

土地区画整理事業
新住宅市街地開発事業
工業団地造成事業
市街地再開発事業
新都市基盤整備事業
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法１８条の２ 法６条の２

・都市づくりの基本理念

・東京都が目指す広域的な都市の将来像

・当該都市計画区域の地域の将来像

・土地利用・都市施設・市街地開発事業

・自然的環境の整備又は保全・都市防災

・その他の都市計画

1．都市計画の目標

２．区域区分の方針

３．主要な都市計画の決定の方針

テーマ別まちづくり方針

拠点活性化／防災・防犯／

環境先進都市／

みどりとの共存／

住環境・コミュニティ

町田市都市計画

マスタープラン
都市計画区域マスタープラン

全体構想

地域別構想

実施方針

地域に密着した視点 広域的な視点

市町村決定の都市計画の根拠 東京都決定の都市計画の根拠

個別具体の都市計画

２．都市づくりの基本的方針 
（１）都市計画区域マスタープラン（東京都策定） 
【２０１４年（平２６）１２月１８日変更、当初決定２００４年（平１６）４月２２日】 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）は、都市

計画区域内の将来の都市計画の基本的な方向性を示すものとして、２０００年（平１２）

５月の都市計画法改正により創設されたもので、都道府県が広域的な見地から定めてい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

（２）都市再開発の方針（東京都策定） 
【２０１５年（平２７）３月６日変更、２００９年（平２１）３月６日変更、 

当初決定２００４年（平１６）４月２２日】 

都市再開発の方針は、都市再開発法の規定に基づき定める市街地の再開発に関する長

期的かつ総合的なマスタープランです。 

具体的には、市街地の再開発の基本的方向を明らかにし、再開発の積極的な推進を図

ることや、民間のさまざまな再開発を適正に誘導することを目的として定めるものです。 

町田市では、町田駅周辺を、都市再開発法第２条の３第２項に基づき「計画的な再開

発が必要な市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区」

として、都市再開発の方針に定めています。 

 

（３）住宅市街地の開発整備の方針 
【２０１５年（平２７）３月６日変更、２００９年（平２１）３月６日変更、 

当初決定２００４年（平１６）４月２２日】 

住宅市街地の開発整備の方針は、良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的か

つ総合的なマスタープランとして、都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標及び

方針を定めることで、住宅市街地の開発整備の構想の明確な位置づけを行うものです。
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都
市
計
画
と
は

５．都市計画の決定手続き 
都市計画法では、広域的・根幹的な都市計画については東京都が、身近な都市計画は

区市町村が決定することとしています。 

東京都が都市計画を決定する場合は、関係区市町村の意見を聴き、東京都都市計画審

議会の議を経て、国の利害に重大な関係があるものは、国土交通大臣の同意を得て決定

します｡ 

区市町村が都市計画を決定する場合は、知事に協議をし、（町村では知事の同意を得

て、）区市町村都市計画審議会の議を経て決定するものとされています。 

都市計画の決定手続においては、都市計画の案を作成する場合に、必要があると認め

るときは、公聴会、説明会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる

ものとされています。 

都市計画の案を作成した場合には、案を公告・縦覧しなければなりません。住民等は、

縦覧された都市計画案について意見書を提出することができます。なお、地区計画等に

ついては、意見の提出方法などを条例で定めたうえで、区域内の土地の所有者などの意

見を求めて案を作成するとされており、町田市では「町田市地区計画等の案の作成手続

に関する条例」を１９８４年（昭５９）に制定しています。 
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４．都市計画の決定権者 

都市計画の内容 
市決定 

（知事協議） 
  都決定 ※1 

都市計画区域の整備、 
開発及び保全の方針 

 ○ 

区域区分  ○ 

都市再開発方針等  ○ 

地 

域 

地 

区 

用途地域 ○  

特別用途地区 ○  

高度地区 ○  

高度利用地区 ○  

防火地域・準防火地域 ○  

風致地区 ○ 
２以上の区市町村の区域にわ
たる面積１０ha 以上のもの 

駐車場整備地区 ○  

特別緑地保全地区 ○ 
２以上の区市町村の区域にわ
たる面積１０ha 以上のもの 

生産緑地地区 ○  

都 

市 
施 

設 

道路 ○（右記以外） 
自動車専用道路、 

一般国道、都道 

駐車場 ○  

自動車ターミナル ○  

公園 ○（右記以外） 
国・都が設置する 

面積１０ha以上のもの 

緑地 ○（右記以外） 
国・都が設置する 

面積１０ha以上のもの 

下水道 ○（右記以外） 
流域下水道、 

公共下水道で２以上の区市町村
の区域にわたるもの 

汚物処理場 ○  

ごみ焼却場 ○  

ごみ処理場等 ○  

河川 準用河川 一級河川、二級河川 

火葬場 ○  

一団地の住宅施設 ○  

市
街
地 

開
発
事
業 

土地区画整理事業 ○（右記以外） 
国・都が施行する 

面積５０ha超のもの 

新住宅市街地開発事業  ○ 

市街地再開発事業 ○（右記以外） 
国・都が施行する 
面積３ha 超のもの 

地区計画 ○  

※1 都決定の都市計画のうち国の利害に重大な関係があるものは、国土交通大臣の同意が必要。 
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５．都市計画の決定手続き 
都市計画法では、広域的・根幹的な都市計画については東京都が、身近な都市計画は

区市町村が決定することとしています。 

東京都が都市計画を決定する場合は、関係区市町村の意見を聴き、東京都都市計画審

議会の議を経て、国の利害に重大な関係があるものは、国土交通大臣の同意を得て決定

します｡ 

区市町村が都市計画を決定する場合は、知事に協議をし、（町村では知事の同意を得

て、）区市町村都市計画審議会の議を経て決定するものとされています。 

都市計画の決定手続においては、都市計画の案を作成する場合に、必要があると認め

るときは、公聴会、説明会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる

ものとされています。 

都市計画の案を作成した場合には、案を公告・縦覧しなければなりません。住民等は、

縦覧された都市計画案について意見書を提出することができます。なお、地区計画等に

ついては、意見の提出方法などを条例で定めたうえで、区域内の土地の所有者などの意

見を求めて案を作成するとされており、町田市では「町田市地区計画等の案の作成手続

に関する条例」を１９８４年（昭５９）に制定しています。 
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４．都市計画の決定権者 

都市計画の内容 
市決定 

（知事協議） 
  都決定 ※1 

都市計画区域の整備、 
開発及び保全の方針 

 ○ 

区域区分  ○ 

都市再開発方針等  ○ 

地 

域 

地 

区 

用途地域 ○  

特別用途地区 ○  

高度地区 ○  

高度利用地区 ○  

防火地域・準防火地域 ○  

風致地区 ○ 
２以上の区市町村の区域にわ
たる面積１０ha 以上のもの 

駐車場整備地区 ○  

特別緑地保全地区 ○ 
２以上の区市町村の区域にわ
たる面積１０ha 以上のもの 

生産緑地地区 ○  

都 

市 

施 

設 

道路 ○（右記以外） 
自動車専用道路、 

一般国道、都道 

駐車場 ○  

自動車ターミナル ○  

公園 ○（右記以外） 
国・都が設置する 

面積１０ha以上のもの 

緑地 ○（右記以外） 
国・都が設置する 

面積１０ha以上のもの 

下水道 ○（右記以外） 
流域下水道、 

公共下水道で２以上の区市町村
の区域にわたるもの 

汚物処理場 ○  

ごみ焼却場 ○  

ごみ処理場等 ○  

河川 準用河川 一級河川、二級河川 

火葬場 ○  

一団地の住宅施設 ○  

市
街
地 

開
発
事
業 

土地区画整理事業 ○（右記以外） 
国・都が施行する 

面積５０ha超のもの 

新住宅市街地開発事業  ○ 

市街地再開発事業 ○（右記以外） 
国・都が施行する 
面積３ha 超のもの 

地区計画 ○  

※1 都決定の都市計画のうち国の利害に重大な関係があるものは、国土交通大臣の同意が必要。 
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土
地
利
用
に
関
す
る
計
画

 
土地利用に関する計画 

市街化区域と市街化調整区域との区分（区域区分）、地域地区など、土地利用につい

て規制・誘導するための計画です。 

 

１．区域区分 
人口、産業等の急激な都市集中は、

都市の過密化をもたらすと同時に、都

市の郊外への無秩序な拡散を招き、道

路、公園、下水道等の施設の未整備な

市街化が進んでしまう恐れがあります。 

都市計画では、無秩序な市街化を防

止し、計画的な市街化を図ることを目

的に、都市計画区域を「市街化区域」

と「市街化調整区域」の２つに区分し

て、一定のルールに基づいて建物の建

築などを制限しています。（この区域の

分けを通称「線引き」といいます。） 

 

 

 

 

（１）市街化区域 
市街地として積極的に開発・整備する区域で、既に市街地を形成している区域及び概

ね１０年以内に優先的、かつ、計画的に市街化を図るべき区域をいいます。 

市街化区域では、土地利用の合理化を図っていくための用途地域を定めるとともに、

道路・公園・下水道等の都市計画施設の整備や土地区画整理事業・市街地再開発事業

等の市街地開発事業を行っていきます。 

町田市では、市域のうち約７６％を市街化区域に定めています。 

 
（２）市街化調整区域 
市街化を抑制する区域で、開発や建築は原則できない区域です。農業保護と農業の公

共投資は行われるが、道路などの必要不可欠なものを除いて都市計画施設の整備は、原

則として行われません。 

町田市では、市域のうち北部の丘陵域を中心に約２４％を市街化調整区域に定めてい

ます。 
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６．都市計画審議会 
町田市都市計画審議会は、都市計画法第７７条の２第１項により、２０００年（平１２）

４月に施行された町田市都市計画審議会条例に基づき設置され、市が定めようとする都

市計画案を調査審議するほか、市長の諮問に応じて都市計画に関する事項を調査審議す

ることを目的に運営しています。 

委員は、学識経験者、市議会議員、関係行政機関の職員、市民で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
町田市庁舎 第 1委員会室 
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